
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

平成２０年１２月５日 製品安全課

商品名等

（電気用品名等）

無機ＥＬパネル用インバーター電源装置

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

本装置は、ＡＣ１００Ｖ・５０－６０Ｈｚを、ＡＣ１６０Ｖ（無負荷時）・

１.５～２.２ｋＨｚに変換して、無機ＥＬパネルに電源を供給する電源装置であ

る。

○構造、仕様、意匠

外郭は合成樹脂製で、入力側はインレット、出力側はコネクターで充電部の露

出はなく、製品として完成されている。

定 格：１００Ｖ、０.２９Ａ、１７Ｗ

出力：ＡＣ１６０Ｖ（無負荷時）、１.５～２.２ｋＨｚ、０.４Ａ

○主な使用者、販売先

無機ＥＬパネル製造事業者等

２ 対象・非対象の解釈

電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。

（理由）

本製品は、ＡＣ１００Ｖ・５０－６０Ｈｚを、ＡＣ１６０Ｖ（無負荷時）・

１.５～２.２ｋＨｚに変換して出力するものなので、「変圧器類」には該当しない

ことから、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。


